
墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例の一部を改正する条例（案）

新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （名称等） 

第２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 生活介護施設は、障害者自立支援法（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第５条第７項に規定する生活介護に

関する事業（以下「生活介護事業」という。）

を行う。 

４ 〔略〕 

 （利用対象者） 

第６条 生活介護事業を利用することができ

る者は、次のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 法第２２条第５項に規定する障害福祉

サービス受給者証（法第５条第７項に規

定する生活介護に係るものに限る。）の

交付を受けた者 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

 （費用負担） 

第８条 利用者（措置による利用者を除く。）

は、法第２９条第３項第１号に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額を指定管理者に納めなければならな

い。 

２・３ 〔略〕 
       

 〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 生活介護施設は、障害者自立支援法（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第５条第６項に規定する生活介護に

関する事業（以下「生活介護事業」という。）

を行う。 

４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 〔同左〕 

 

 ⑴ 法第２２条第５項に規定する障害福祉

サービス受給者証（法第５条第６項に規

定する生活介護に係るものに限る。）の

交付を受けた者 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

 〔同左〕 

第８条 利用者（措置による利用者を除く。）

は、法第２９条第３項に規定する厚生労働

大臣が定める基準により算定した費用の額

を指定管理者に納めなければならない。 

 

２・３ 〔略〕 
   

   付 則 

 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 


